
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 相続人の法定相続分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ｑ：法定相続分って、どうなっているので

すか。相続は、法定相続分どおり分けないと

いけないのですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：法定相続分は、民法に規定されている

ものですが、必ずしもこの割合どおりに分割

しなければならないというものではありませ

ん。 

【解説】  

相続人の法定相続分は、相続人が誰かによ

って違い、民法で次のように定められていま

す。 

①相続人が配偶者と子供である場合 

  配偶者が1／2で子供が1／2 となります。

なお、子供が２人以上いるときは全員で1／

2となります。 

②相続人が配偶者と直系尊属である場合 

  配偶者が2／3で直系尊属が1／3 となりま

す。なお、直系尊属が2人以上のときは全員

で1／3となります。 

③相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合 

  配偶者が3／4で兄弟姉妹が1／4となりま

す。なお兄弟姉妹が２人以上のときは全員で

1／4となります。 

この場合において、子供、直系尊属、兄弟

姉妹が２人以上いるときは、原則として均等

になります。 

  なお、相続財産は、この法定相続分どおりに

分けなければならないというものではありま

せんので、違う割合で分割しても何ら問題は

ありません。 
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